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この要領は、小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務について、事業者の能力等を総合

的に比較し、最も適した受託事業者を選定するため、必要な事項を定める。 

本プロポーザルの実施及び契約の締結に当たり、必要な手続等については、関係法令によるほ

か、この要領によるものとする。 

 

１ 業務名  

小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務 

 

２ 業務の目的 

この業務では、ゼロカーボンシティ小樽市の実現に向けて、脱炭素経営に関心・意欲のある

小樽市内の事業者（以下、「市内事業者」という。）を掘り起こし、市内事業者の取組や段階に

応じて実施可能性を重視した「カーボンニュートラル化プラン」（以下、「プラン」という。）

の作成を支援するとともに、作成したプランをモデルプランとして公開することにより市内事

業者への波及効果を創出し、自主的かつ具体的な脱炭素行動を促し、市内事業者の脱炭素化を

促進することを目的とする。 

 

３ 業務委託の概要 

⑴ 業務内容 

ア 支援事業者の選定 

イ プランの作成支援 

ウ モデルプランの作成 

エ 報告書の作成 

※詳細は別紙. 小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務仕様書のとおり 

⑵ 履行期間  

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

⑶ 委託料 

  ３，９６０千円（消費税及び地方消費税含む。）を上限とする。 

⑷ 支払方法 

受託業者は、業務完了後に提出する成果品等の検査終了後、委託料を市に請求するものとし、

市は、受託業者の適法な請求書を受領してから３０日以内に支払う。 

⑸ 契約保証金 

上記（３）の１０／１００以上の額 

ただし、小樽市契約規則（平成８年市規則第２７号。以下「契約規則」という。）第３条第３

項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 
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４ 日程及び期限 

内 容 日程・期限 

プ ロ ポ ー ザ ル 公 告 令和８年３月２５日（水） 

質 問 の 受 付 令和８年４月８日（水）午後５時２０分まで 

質 問 の 回 答 随時（最終回答 令和８年４月１３日（月）までに回答） 

企画提案書等の提出期限 令和８年４月１７日（金）午後５時２０分（必着） 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 令和８年４月２４日（金） 

審 査 結 果 の 通 知 令和８年４月２７日（月）まで 

委 託 契 約 の 締 結 令和８年５月中旬 

 

５ 参加資格 

次の全ての要件を満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次に掲げる

ものに該当しない者であること。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生手続の適用を申請した者で、

同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であること。 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続の適用を申請した者で、

同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること。 

⑵ 北海道内に本社、支店又は営業所等の拠点を有すること。 

⑶ 小樽市税に滞納がないこと。 

⑷ 消費税及び地方消費税に未納がないこと。 

⑸ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に

経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有す

る事業者をいう。）に該当しない者であること。 

⑹ 現に、小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこ

と。この場合において国及び他の地方公共団体において指名停止を受けている場合も、参加

資格はないものとする。 

 

６ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

 提出書類は下記ア～スとし、小樽市物品購入等指名競争入札参加資格者名簿に登録のある応

募者（グループで応募する場合その構成員を含む。）は、ク～スの提出を省略することができ

る。なお、グループで応募する場合は、⑶ グループで応募する場合の留意事項に従うこと。 

ア 企画提案参加申込書（様式１－１）  

イ 構成員調書（様式１－２）※グループで応募する場合 
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ウ 業務実施体制（様式２） 

エ 業務実績調書（様式３） 

オ 企画提案書（様式４）及び業務工程表（任意様式） 

カ 見積書（任意様式） 

※ 具体的な積算内訳書を添付すること。また、見積金額及び内訳金額は消費税及び地方消

費税相当額を除いた額とする。 

キ 会社概要（任意様式） 

ク 誓約書（様式５） 

ケ 使用印鑑届（様式６） 

コ 登記事項全部証明書（写し可。提案書提出日前３か月以内に発行されたものに限る。） 

サ 小樽市税に滞納がないことの証明書（写し可。提案書提出日前１か月以内に発行された

ものに限る。) 

シ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書（写し可。提案書提出日前３か月以内に発行さ

れたものに限る。) 

ス 決算報告書等（申請時直近１事業年度の貸借対照表、損益計算書等を提出すること。） 

⑵ 企画提案書等の記載事項 

ア 業務実施体制（様式２）は、業務を実施するための適切な体制を提示すること。 

イ 業務実績調書（様式３）は、過去の類似業務の実績について記載すること。 

ウ 企画提案書（様式４）は、別紙の「小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務仕様

書」に基づき、その内容や手法等について具体的に記載すること。 

 ⑶ グループで応募する場合の留意事項 

  グループで応募する場合は、次の事項に留意すること。 

  ア 本募集において、同時に複数のグループの構成員になることはできない。 

  イ 単独で参加する者は、本募集において他のグループの構成員になることはできない。 

  ウ 共同企業体等の協定書を締結していることとし、企画提案書等の提出時に、本協定書を

提出すること。 

  エ ⑴ 提出書類については、構成員個別の書類（キ～ス）は代表者が集約し、他の書類と

併せて提出すること。 

  オ 構成員の全てが参加資格要件を満たしていること。 

⑷ 提出部数 

・正本は、上記⑴のア～スの構成で一式とし、１部提出すること。 

・副本は、上記⑴のイ～キの構成で一式とし、８部提出すること。 

※ イ構成員調書、オ企画提案書表紙及びカ見積書は、正本１部のみ押印し、副本８部は

複写とする。 

⑸ 提出期限 

令和８年４月１７日（金）午後５時２０分（必着） 



- 4 - 

 

⑹ 提出方法 

  ア 持参の場合は、平日午前９時～午後５時２０分の間に持参すること。 

イ 郵送の場合は、令和８年４月１７日（金）（必着）とする。 

 ⑺ 提出先 

  〒047-8660 小樽市花園２丁目１２番１号 小樽市生活環境部環境課（別館４階） 

⑻ 留意事項 

企画提案書等の提出期限後の追加資料の提出及び差替え、再提出は認めない。 

 

７ 仕様書・様式等の交付方法 

小樽市ホームページからダウンロードすること。 

＜ホームページアドレス＞： https://www.city.otaru.lg.jp/ 

 

８ 仕様書等に関する質問の受付及び回答 

仕様書等に関する質問については、質問書（様式７）により行うこと。ただし、評価基準の配点

等、審査に支障をきたす質問については受け付けないものとする。 

⑴ 提出期限 

令和８年４月８日（水）午後５時２０分 

⑵ 提出方法 

電子メールにより提出し、送信後に電話により連絡すること。 

⑶ 提出先・確認連絡先 

 提出先：kankyo@city.otaru.lg.jp 

  連絡先：0134-32-4111（内線327） 

⑷ 回答方法 

質問書への回答については、令和８年４月１３日（月）までに行うものとする。なお、質問者

には電子メールで回答するとともに、その内容について小樽市ホームページに掲載する。 

 

９ 選定方法等 

⑴ 審査体制 

小樽市職員で構成する選定委員会（以下「委員会」という。）が、別紙に掲げる評価項目に従

って審査を行い、最適提案者及び次順位の提案者（次点）を選定する。 

⑵ 審査方法 

委員会は、提出書類及び提案者へのヒアリングにより、評価項目をもとに１００点満点で審

査し、得点により最適な提案者及び次順位の提案者（次点）を選定する。 

ただし、委員会で審査をした結果、合計点が一定の点数に満たない参加事業者については、

契約の相手方の候補者とはしないものとする。 
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⑶ ヒアリングの実施 

 ア 日時 

  令和８年４月２４日（金）※時間・場所は、別途指定し連絡する。 

イ 説明時間等 

１事業者につき２０分以内とし、質疑応答と併せて４０分程度とする。 

  ウ 参加者数 

   ４名まで 

  エ 説明資料等 

説明資料は提案書を使用することを原則とし、パソコンを使用する場合は提案者で準備す

ること。モニター、ＨＤＭＩケーブル及び延長コードは、市が準備する。なお、ヒアリングの

際に追加資料の提出は認めない。 

⑷ 評価項目 

別紙「評価基準表」のとおり 

⑸ 提案者の失格 

契約の相手方として決定するまでに、提案者が次のいずれかに該当する場合には失格とする。 

ア 「５ 参加資格」を満たさなくなった場合 

イ 提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

ウ 提出書類に虚偽があった場合 

エ 契約の履行が困難と認められるに至った場合 

オ 提案者が個別に委員会の委員と接触を持つことなど審査の公平性を害する行為があった

場合 

カ 提案者がヒアリングに出席しない場合 

キ その他、委員会で本事業の遂行にふさわしくない明白な事情が認められた場合 

⑹ 選定結果の通知 

選定結果は、提案者全員に文書により通知する。なお、選定結果及び選考の経過について

の問合せ、異議申立てに対しては応じないこととする。 

 

１０ 契約手続等 

審査により選定した最適な提案者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調整の上、

地方自治法第２３４条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。 

なお、最適な提案者と協議が整わない場合、又は最適な提案者が契約締結するまでの間に失

格要件に該当した場合、次順位の提案者（次点）と協議できるものとする。 

 

１１ その他留意事項 

⑴ 企画提案書の作成・提出及びヒアリング出席等、審査参加に要する費用は、すべて提案者

の負担とする。 
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⑵ 提出された提案書等は、受託業者の選定以外には使用しないものとする。 

⑶ 提出された提案書等は、審査目的の範囲内で複製することがある。 

⑷ 提出された提案書等は、返却しない。 

⑸ 提案書に虚偽の記載を行った場合、当該提案書を無効とする。 

⑹ 本業務に関して、提案者が１者のみの場合であっても、委員会において提案内容の審査を

行い、選定の可否を決定する。 

⑺ 提案書は、小樽市情報公開条例（平成１８年条例第５２号）の規定に基づき開示請求され

たときは、開示することにより当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれのあるものその他の同条例第７条各号の不開示情報を除き、開

示の対象となる。ただし、企画提案書等の提出及び審査期間中は、同条例第７条第３号又は

第５号の規定により、開示の対象としない。 

⑻ 審査において知り得た情報（周知の情報は除く。）は、当該目的以外に使用し又は第三者

に開示若しくは漏えいしてはならない。また、本プロポーザルへの関わりがなくなった時点

で、小樽市から配布された資料及びその他知り得た情報については、適切に破棄すること。 

⑼ 参加申込書等を提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに電話連

絡するとともに、参加辞退書（様式８）により本市へ報告すること。 

 

１２ 問合せ先 

小樽市生活環境部環境課（別館４階）担当：澤田 

〒047-8660 小樽市花園２丁目１２番１号 

電話：(0134)32-4111 内線327 

F A X：(0134)32-5032 

電子メール：kankyo@city.otaru.lg.jp  

mailto:kankyo@city.otaru.lg.jp
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評価基準表 

評価項目 配点 

業務経歴 

（２０） 
・本業務と同等又は類似した業務実績があるか。 ２０ 

実施体制等 

（２０） 

・業務遂行に必要な経験、能力、知識、ノウハウなどを有する担当者の配

置が予定されているか。 

・業務遂行に当たり、必要な人員が確保されているか。 

・スケジュールは、効率的かつ効果的な提案内容か。 

２０ 

企画提案 

（５０） 

支援事業者の公募の手法（方法、時期、選定、周知等）は適切か。 ５ 

支援事業者のヒアリング内容は適切か。 ５ 

温室効果ガス排出量の評価方法は適切か。 ５ 

温室効果ガス排出量削減目標の設定方法は適切か。 ５ 

ロードマップの策定方法は適切か。 ５ 

モデルプランの作成方法は適切か。 ５ 

「小樽市温暖化対策推進実行計画【区域施策編】」に即した提案内容か。 ５ 

本市の地域特性や課題を考慮した適切な提案内容か。 ５ 

独創的かつ創意工夫のある魅力的な提案内容か。 ５ 

仕様書に適応した提案内容か。 ５ 

見積価格 

（１０） 

・価格評価点の算出方法 

（最低見積価格）／（当該見積価格）×１０点  ※小数点以下切捨て 
１０ 

評価の合計 １００点 
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様式１－１ 

 

企画提案参加申込書 

 

令和  年  月  日 

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

提 案 者  住 所  

 

                     会社・法人等名称 

      

                     代表者職氏名               印 

 

 

 小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務公募型プロポーザル応募要領（以下「応募要領」

という。）に記載されている事項を承諾の上、下記業務に係る企画提案に必要書類を添えて参加申

込みします。 

 なお、参加に当たり、応募要領に示す参加資格を満たしているとともに、記載内容については、

事実と相違ないことを誓約します。 

 

委託業務名  小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務 

 

 

【 連絡先 】 

所属 

担当者名 

 電話番号 

電子メール 
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様式１－２ 

 

構成員調書 

 

令和  年  月  日 

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

 私たちは、小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務に係る公募型プロポーザルに参加す

る応募グループを結成し、代表者が本プロポーザルへの参加、企画提案及び契約等に係る一切の

権限を有し、業務遂行の責を負うものとします。 

 

代表者 

住 所  

会社・法人等名称  

代 表 者 職 氏 名 印 

構成員 

住 所  

会社・法人等名称  

代 表 者 職 氏 名 印 

構成員 

住 所  

会社・法人等名称  

代 表 者 職 氏 名 印 

構成員 

住 所  

会社・法人等名称  

代 表 者 職 氏 名 印 
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様式２ 

 

業務実施体制 

 

１ 総括責任者 

総括責任者 職 名  

氏 名  

本業務での担当

業務内容 

 

業務経歴等  

 

２ 担当者 

担当者 職 名  

氏 名  

本業務での担当

業務内容 

 

業務経歴等  

※ 期間中を通して本業務に従事できる総括責任者、担当者を記入すること。 

※ 担当者の調書は、担当者の人数に応じて複写し、別葉にて記入すること。 

 

３．業務体制全体図   別紙のとおり（※任意様式で添付してください。） 
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様式３ 

 

業務実績調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 過去８か年（平成３０年度～令和７年度）に取り組んだ事業のうち、今回の業務内容と類似

しているものがあれば、当業務に生かせるノウハウ等がわかる形で記載してください。 

※ 資料添付可 



- 12 - 

 

様式４ 

企 画 提 案 書 

 

令和  年  月  日  

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

提 案 者  住所  

 

     会社・法人等名称 

      

                    代表者職氏名               印 

 

 

 小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務公募型プロポーザル応募要領に基づき、次のと

おり企画提案書を提出します。なお、提出書類のすべての記載事項に相違ないことを誓約しま

す。 

 

【提出書類】 

 □企画提案書別紙【任意様式】 

 □業務工程表【任意様式】 

 

 総括責任者 

会社・法人等名称 
 

職名・氏名 
 

住  所 
〒 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

電子メール 
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様式５ 

 

誓 約 書 

 

 

小樽市長 迫 俊哉 様 

 

私は、小樽市が実施する小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務の公募型プロポーザル

に参加申込するに当たり、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力

団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者を

いう。）に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。 

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、プロポーザルへの参加資格又は最適な提案

者としての資格を取り消されても異存ありません。 

また、上記の誓約の内容を確認するため、小樽市が他の官公署に照会を行うことについて承諾

します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所 

 

会社・法人等名称 

 

代表者職氏名                       印 
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様式６ 

 

使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

 

使用印 

 

 

 

 

 

小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務の公募型プロポーザル応募要領に基づいて、プ

ロポーザルに参加し、企画提案の参加、見積、契約、請求等のため、上記の印鑑を使用したいの

で、届け出ます。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

 

住 所 

 

会社・法人等名称 

 

代表者職氏名                       実印 
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様式７ 

 

質 問 書 

 

令和  年  月  日 

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

住 所 

会社・法人等名称 

代表者職氏名 

 

 小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務に係る公募型プロポーザルについて、下表各項

目のとおり質問します。 

質問事項 頁 質 問 内 容 

   

※質問事項の例 … 仕様書、企画提案書、業務実施体制など 

※Ａ４用紙（片面）とし、必要に応じて複写して使用すること。 

※質問内容は簡潔に記載すること。 

 

【担当者連絡先】 

所属 

役職氏名 

電話番号 

電子メール 
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様式８ 

 

参 加 辞 退 書 

 

令和  年  月  日 

小樽市長 迫  俊哉 様 

 

住 所 

会社・法人等名称 

代表者職氏名              印 

 

 

 小樽市ゼロカーボン推進モデル事業者支援業務の公募型プロポーザルへの参加を表明していま

したが、下記のとおり参加を辞退します。 

 

記 

 

１ 辞退理由 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】 

所属 

役職氏名 

電話番号 

電子メール 

 

 

 


